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概要

11月4日、単一監督メカニズム（SSM）の運用が正式に始まりました。何ヵ月にもわたり監督当局及び銀行は、欧州中央

銀行（ECB）の包括的評価の実施を通じてなど、プルーデンス監督の責任の欧州中央銀行への移管に対する準備を進

めてきました。しかしながら11月4日という節目は、全関係者（重要性がある銀行及び重要性が低い銀行、ECB、各国の

監督当局（NCA））にとっては、長く、そしておそらく困難な道のりの始まりに過ぎません。 

ECBにおいては、SSMは、新たな監督手法を導入する権限のもと最近になって立ち上げたプロジェクトの一つです。これ

により新しい契約条件が導入されます。すなわち、一部の銀行がこれまで適応してきた基準よりも厳しい基準、監督手

法の更なる標準化、異なる視点が導入されます（したがって異なる問題が、監督当局との関わりにおいて表面化する可

能性があります）。こうした変化を銀行は理解・管理する必要があります。ECBによる直接監督の目的の上で「重要性が

ある銀行」に現在特定されている120の銀行がこの変化を経験するなか、早めに準備に取り掛かり、率先して動くことが

できれば、その銀行は戦略上有利に立てると考えられます。私たちの経験から言って、銀行に対する監督の影響は、金

銭面及び必要とする上級管理者の時間の両方の観点から見ても、銀行がどれだけ積極的にこの規制との関わりを管理

できるかによって変わり得ます。 

SSMの対象である銀行が、組織の舵取りを首尾よくこなしこの変革を乗り切るためには、対処すべき3つの重要なテーマ

があります。 

1. ダニエル・ヌイ氏（SSM監督理事会の理事長）の言葉を借りれば、SSMは「intrusive（出しゃばり）」で

「tough（厳格）」そして「fair（公平）」な制度になります。SSMは、厳重且つ一貫性のある監督がなされる

ように厳しい監視の目にさらされると考えられます。また失敗に終わったと受け止められないように、

慎重な運営がなされるでしょう。

2. 向こう12ヵ月が、SSMにおける優先順位及びやり方を確立するうえでカギを握る期間になり、特に最初

の6ヵ月は、包括的評価で特定された指摘事項への対応が中心になると考えられます。各銀行は既

に、包括的評価、更にはSSMの原則及び目的から、新しい監督当局が実践すると考えられる手法に

ついて何を学べるか自問自答しています。

3. ECBと連携を図り、SSMの実施に向けて態勢を整えるということは、イニシアチブをとるということ、そし

て高い要求を認識するということです。銀行のなかには、「過去を清算し」新たなスタートを切るこの機

会自体が有益になるところもあります。

実務に係る考察 

本稿は2つの章に分かれています。 

• 監督手法：ECBによってまだ明らかにされてない部分があることを認めつつ、SSMのもと監督が実際にどのような監督

手法をとると考えられるかについて印象を示します。SSMにおける監督原則に基づき、銀行に重大な影響を与えると

私たちが考える新制度の特徴、すなわち「一貫性があり、リスクに応じた、将来を見据えた監督を実行するという高い

目標」「SSMが、少なくとも当初は、定量的技法に大きく依存するだろうという見通し」「類似企業（ピア・グループ）に対

する分析重視の姿勢」を説明します。

• 組織内でのSSMへの対応：新しい監督制度の導入に伴い実務において「実感する」と考えられる変化を説明したうえ

で、銀行が新しい監督の枠組みのもとどのように効果的な運営を達成できるかについて、私たちの見方を紹介しま

す。具体的には、「新しい監督者の特徴と、その要求に応えるための最善策」「監督の変化に必然的に伴う不確実性

への対応方法」「SSMが帯びるであろう戦略上の意味合い」について考察を加えます。

本稿では、包括的評価の実施及び新制度への準備に関する顧客調査を通じて獲得したノウハウをデロイト全体から集

約しまとめています。また分析においては、本稿のために特別に行なった、欧州連合（EU）域内にあるいくつかの主要銀

行の上級経営幹部からの聞き取り調査も活用しています。私たちの実感では、多くの銀行が既に、本稿で説明している

各種課題の少なくとも一部について対応を進めています。本稿では、重要な課題の概観を示したうえで、上級経営幹部

が自己の備えを同業者と比較するための手段を提供します。 

私たちは、銀行同盟が生み出す難題を銀行が理解し、備えをし、対処するのを支援することを目的に連載を続けてきて

おりますが、本稿がその最新号です。SSMの目的及び仕組みの概要については、17ページに過去に公表したレポートを

掲載しておりますので、それらのレポートをご覧ください。 

SSMに伴う難題への対応 新制度に備えて銀行がすべきこと  1 



監督手法：実際の概観

新たな手法、新たな難題 

新制度は変化をもたらします。そしてその変化は、各企業に難題を突き付けます。とりわけ、新しい要求に応えるための

ハードルは高くなります。政策当局は、SSMについて高い目標を設定しています。SSMは、信頼でき且つ厳格でなければ

ならないとしています。公平な競争環境を確立しなければならないとしています。そして、国籍を問わず、すべての銀行及

び管轄区域にわたり一貫性をもって運用されなければならないとしています。SSM監督理事会の理事長、ダニエル・ヌイ

氏の言葉を借りれば、SSM1は「intrusive（出しゃばり）」で「tough（厳格）」そして「fair（公平）」な制度になります2。 

当然ながら、この新制度は、他の制度等から独立して運用されるわけではありません。SSMに基づく監督手法は、金融安

定理事会（FSB）による、監督の密度と実効性に関する提言を含め、既存の慣行及び手続を基礎として、その上に確立さ

れると考えられます。EUの単一ルールブックやバーゼル銀行監督委員会による実効的な銀行監督のためのコアとなる諸

原則（改訂版）など、ここ最近のEU域内及び国際的な取り組みの中には、銀行規制・監督の更なる標準化を目指してきた

取り組みもいくつかあります。更には、ECBは、現行のEUの法律を適用する予定であるほか、該当する場合は、EU加盟

国の法令も適用することになります。ECBはまた、欧州銀行監督機構（EBA）が策定した実務基準を適用するのにくわえ、

EBAの欧州監督ハンドブックとの整合性も維持する方針であるようです。 

しかしながら、SSMに基づく監督手法は、国レベルの現行の慣行とは異なります。ECBが一貫性を目標に掲げていること

から、各監督当局による裁量的判断の範囲が狭くなり、ルールの徹底が強化されるかもしれません。また、監督における

優先順位や、監督の運用モデルにおいても変化が見られると考えられます。現行のルールによって規定されていない領

域については、SSMによって独自の基準及び手順が定められます。ECBはまた、銀行業界の構造改革など、EU規則がま

さに今作られつつある分野における規制上の課題に対しても、対応をまとめる立場になる予定です。ECBは、自己のやり

方を確立することで、新しい契約条件を導入することになります。すなわち、「銀行がこれまで適応してきた基準よりも厳し

い基準」「ユーロ圏全体での監督手法の更なる標準化」「異なる視点（したがって、監督上の議論の的になる問題が、各国

の監督の関心をこれまで集めてきた問題とは変わる可能性があります）」「監督サイクルの新しいアプローチ」が導入され

ます。 

1. 「SSM」という用語を、ECB及

びNCAを含む制度全体を指す

ことを意図して使用していま

す。同制度内では、ECB主導

で監督手法が決められ、ECB

がすべての銀行を代表する最

終意思決定者になります。 

2. ダニエル・ヌイ氏、Times of

Maltaとのインタビュー（2014

年10月5日）
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囲み記事 1：新監督に伴う難題・懸念事項 

本稿執筆の準備として、ユーロ圏内外に本店を置く EU 各行における経営幹部の皆様を対象に聞き取り調査を行

ない、SSM を控えてどのように準備を進めているかを聞きました。繰り返し指摘された懸念事項・難題がいくつか

ありました。 

1. 新しい監督手法及び ECB と NCA との間の責任の分担を巡る不透明感

2. 監督者による努力も必要である移行プロセスの実際の進行に関する透明性の欠如

3. 新しい監督文化へ適応するための最善の方法の特定

4. 新しい監督者との強固な関係の構築

5. 新しい監督体制によるデータに係る要求に応えるためのシステム及びプロセスを更新する必要性

6. 事業計画、ガバナンスの仕組み、及び内部統制手続を伝える能力の必要性。定性的監督の強化に耐える

ためには、そうした能力が欠かせない。



囲み記事2：SSMに基づく監督上の原則と監督サイクル 

SSMに基づく監督手法は9つの原則に基づいて決められます。日々の監督上の決定がどのようになされるかについ

て詳細な情報が無くても、各行は、下記原則から新しい監督手法の共通の特徴を推測し、当該原則が実際の運用

にどのように適用されるかを検討することができます。 

図1：SSMに基づく監督上の原則 

1. ベストプラクティスの使用 監督モデル及び手順には各加盟国の経験を取り入れ、継続的に見直しを行なう 

2. 統合と権限分散
手続上の権限分散及びECBとNCA間の継続的な情報交換を行ない、SSM対象国共通の監督

システムと監督の継続を達成する必要がある 

3. SSM内の画一性
原則と手続を画一的に金融機関に適用し、監督行為の一貫性を確保し、且つ断片化及び取り

扱いの歪みを回避する 

4. 単一市場との整合性
SSMは単一ルールブックを遵守し、又その策定に貢献する。そうすることで、欧州におけるシ

ステミックリスクへの対応に寄与し、監督の統一を強化する 

5. 独立性と説明責任 他から干渉を受けることなく監督を実行し、欧州議会及び欧州理事会に対して説明責任を負う 

6. リスクに応じた手法

監督においては、その金融機関の破綻による金融安定へのダメージ度及び当該破綻の確率

を考慮に入れる。SSMに基づく手法は、定量的及び定性的の両方のアプローチを取り、将来

を見据えながら、裁量的判断に基づいて決める 

7. バランス
どれだけ細かく監督するかは、その金融機関のシステム上の重要度及びリスク特性に応じて

変わる 

8. 各金融機関に対する適切

な度合いの監督行為

金融機関の分類を、その破綻による金融安定に対する影響に応じて行なう。又、各区分につ

いて最低限の関与の度合いを設定する 

9. 効果的且つ時宜にかなっ

た是正措置

時宜にかなった監督措置と金融機関による対応の慎重なモニタリングを促進する監督手法を

確立する。（破綻処理手続に沿って）可能な限り早い段階で介入し、債権者が被る損失を減ら

す 

Source: ECB Guide to Banking Supervision and Deloitte analysis. 

新しい手法の主な特徴 

新たな監督の仕組みから4つの特徴をあぶり出すことができます。これらの特徴が、日々の監督を左右することにな

ると考えられます。これらの特徴は、ECBが直接監督する重要性がある銀行3が特に実感すると考えられますが、長

期的には、重要性が低い銀行に対する監督手法においても現われてくると予測されます。 

• SSMは、ユーロ圏における、リスクに応じた、将来を見据えた監督の実施の調整を図る4

• SSMは、定量的分析と定性的分析を組み合わせる予定だが、少なくとも当初は、大半のNCAが現在採用してい

る監督手法よりも、定量的要素が強くなると考えられる

• 一貫性のある監督の模索が、銀行監督に変化をもたらす大きな要素になると考えられる

• 同規模金融機関の分析が新しい重要な監督ツールになり、各国の間の一貫性を実現する役割の一端を担う

3. 「重要性がある銀行」の定

義については、囲み記事5

を参照してください。 

4. 本稿執筆時点、非ユーロ圏の

EU加盟国でSSMへの任意参

加を正式要請した国はありま

せん。ただし、任意参加を希

望するとの意向を表明した国

はいくつかあります。かかる

国が（SSMの規定により）SSM

に参加した場合及びその時

は、私たちの分析をそれらの

国にも同様に当てはめること

ができます。 
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1. リスクに応じた、将来を見据えた監督の実施の調整

ECBが確立することを目標としている、リスクに応じた裁量的判断に基づく監督手法においては、監督資源が、ユーロ圏

の銀行システムに対して極めて重要なリスクをもたらし得る銀行及び各銀行の抵抗力に極めて重要なリスクをもたらし得

る活動に集中されることになります。可能な限りリスクに応じた監督を実施するというのがバランスの概念です。どれだけ

細かく監督するかは、その銀行がEUの金融安定にもたらすリスクに応じて決まります。 

この手法は、SSMの組織的構造に既に組み込まれており、各行の重要度に応じて監督チームの規模及び監督の程度が

決められています。各行に対して必要な監督資源及び活動量に関する裁量的判断を行なう際の情報は、様々なソース

から収集される予定であり、事業モデル分析やリスクアペタイトの枠組み、ストレステストの結果が重要な役割を果たすと

考えられます。監督者の注意は、その事業に内在するリスク及びリスクの変遷に向けられる見通しです。 

更に、私たちの見立てでは、SSMにおいては、フォーマルな手法が開発及び活用され、各銀行の枠を超えて、個別リスク

又はリスク管理及びコントロールの特定側面を検証するテーマ別リスク評価がなされるでしょう。そうしたテーマ別リスク

評価が、異なる規模及び複雑性を有する銀行に対する、バランスのとれた監督の実施において役立つと考えられます。 

リスクに応じた、将来を見据えた監督は既に馴染みのある概念であり、従来から、多くの国レベルでの監督慣行における

特徴の一つでもありました。改訂版EU資本要求指令（CRD IV）及び資本要求規則（CRR）を通じて、リスクに応じた監督

は、欧州の銀行監督に一層深く刻み込まれています。しかしながら、ルールにばらつきがなくても、実務にばらつきがあ

るケースが存在します。 
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銀行への影響： 

•  監督当局の行為は、懸念のある領域に集中し、監督当局が指摘した課題に素早く対応することが求められるように

ますます変わると考えられます。

•  したがって、銀行が SSM の対象になれば、各行がさらされている固有のリスク及び周期的なリスクに応じて、監督の

程度は時間と共に増減すると考えられます。また、外部要因によっても、どれだけ細かい監督になるかは、銀行ごと

に変わる見通しです。

• SSM に基づく監督の程度は、銀行のリスク管理及びリスクアぺタイト管理の効率性並びにリスク管理とリスク戦略と

の間の効果的な繋がりによって決まることになります。

• SSM 内の事業体の枠を超えた内部連携、並びに、自己資本充実度評価プロセス（ICAAP）、流動性充実度評価プロ

セス（ILAAP）、再建・破たん処理計画（RRP）、リスクアペタイト フレームワーク（RAF）など、SSM の監督当局のあらゆ

る関心事の枠を超え且つ枠内の内部連携を、銀行は強化する必要があります。規制対応に係るプログラム、計画、

枠組み間の仮定及び報告を統一する必要があります。

• 監督当局への報告は、定期・随時を問わず、体系的になされなければならなくなり、且つ経営陣が把握していなけれ

ばならなくなります。



囲み記事3：SREPにおける新たな範囲 

監督上の検証・評価プロセス（SREP）は、リスクと健全性評価の実施、並びにCRD IVに基づく第二の柱の追加資本

要求及び早期介入措置を含む、監督者によるリスク軽減措置の通知を行なうための重要なツールです。SREPは重

要なプロセスで、監督当局による裁量的判断及び説明の要求がなされます。SREPを通じて、経営情報・データ等の

問題に関する監督当局の要求が設定され、資産査定（AQR）や的を絞ったストレステストを銀行の通常業務に組み

込むといった要求が具体化されます。 

SREPへのSSMのアプローチは3つの重要要素を網羅しています。 

1. 金融機関のリスク水準及びリスクコントロールを評価するリスク評価システム（RAS）

2. その金融機関のICAAP及びILAAPの包括的な検証

3. リスク評価の結果を踏まえて金融機関の資本・流動性ニーズを点検するための、資本及び流動性の定量化手順

SSMのアプローチは、EBAが2014年7月に開始したSREP指針に関する協議の内容と極めて似ています。なかでも、

当該指針はSREPの範囲を資本リスク評価以外にも広げ、事業モデル分析、行内のガバナンス及び内部統制の評

価、並びに流動性評価も範囲に含めています。SREPの枠組みにおいては、ストレステストに重要な役割が課されて

おり、ストレステストが、資本・流動性評価の枠組みの構成要素とされているのに加え、監督当局によるリスク管理

評価の構成要素にもなっています。当該指針は更に、第二の柱における自己資本の中身について具体的指針を示

しているほか、SREPの主なアウトプットの一つであるランキング／スコアリング・プロセスも概説しています。 

各銀行は、金融システムへの自己の潜在的影響に基づいて、4つの区分のいずれかに分類され、その影響度に応

じて評価されます。NCAは、分類が終わると、SREPの枠組みの各要素に関して評価を実施し（ここでも1-4点の）スコ

アを付けたうえで、総合評価及びSREPの総合スコアを決定します。これら評価とスコアを基に、その銀行の健全性

及び講じる必要があると考えられる監督上の措置の両方を決定します。 

CRRのもとでは、現在は、自己資本の構成要素と第一の柱の計算との「調和がかなり達成された」ため、取り扱いの

相違、定量化、及び第二の柱における要求の構成要素が、銀行同盟内の異なるEU加盟国にあるリスク特性が似た

金融機関に対する、プルーデンスに係る監督上の取り扱いの相違の主な原因になっています。次ページに表で示し

た通り、アプローチの相違は著しくなる場合もあります。 
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囲み記事 3：SREP における新たな範囲（続き） 

ユーロ圏を通じて整合性のとれた SREP アプローチを導入することで、ECB は自己資本及び流動性に関する健全性の

定義を変える可能性があります。第二の柱に基づく SREP への SSM のアプローチは、ユーロ導入国のほとんどが現在

採用しているアプローチよりも、定量的な度合いが強くなると予想されます。現行の追加資本要求及び流動性要求の変

更が、SREP を実施するときに ECB が検討する各種インプットによって促される可能性もあります。 

分野 ば ら つ き

の度合い 

詳細 

SREPのプロセ

ス、定義、スコ

アの決定 

大 • 基本的な定義及び要求が、各NCAの間で大きく異なる場合がある。例えば、

「SREPの更新」の際に、SREPのすべての要素を全面的に再評価するところもあ

れば、既存の指摘事項に既知の変化を照らし合わせて行なう、よりおおざっぱ

な検証しか実施しないところもある。

• SREP又は再評価をオフサイトではなくオンサイトで実施する程度も大きく異な

る。

• 独立した定性要素として事業モデル分析を適用しているNCAは一握りしかな

い。

• 独立した要素として流動性リスク評価を確立したところはほんの僅かである。

金融機関の分類 小 • 大半のNCAが何らかの分類を行なっている。ただ、各カテゴリーに適用される

SREPの範囲、細かさ、及び頻度が異なる場合がある。

所要自己資本

額の評価・設

定方法 

中 • 様々な手法が存在するが、2つのカテゴリーに大別できる：第一の柱にくわえて

追加資本要求を計算する「第一の柱プラスアルファ・アプローチ」と、所要自己

資本額を第一の柱から切り離して算出し、第一の柱では不足するとみなされた

ときは追加資本要求を決定するという「総合的ICAAPアプローチ」がある。

• 第二の柱における所要自己資本額を満たすのに用いる自己資本の質が、同所

要自己資本額の計算手法同様、異なるケースがある。

流動性指標の

決定・設定方法 

大 • 追加的流動性定量的基準（additional quantitative liquidity requirements）を含

め、監督上の流動性指標の適用はほとんどのNCAにとって新しい対応である。

これまでは、流動性リスクや資金調達リスクへの対応不足は、追加自己資本要

求を通じて対処してきたNCAがほとんどである。

再建及び破

たん処理の

アプローチ 

中 • 銀行再建・破たん処理指令（BRRD）が出される前は、再建及び破たん処理の枠

組みを評価する監督当局はほとんどなかった。

出所：EBA及びデロイトの分析 
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2. ECBの手法：最初は定量的、そして定性的

ECBは、自己の手法においてはデータが重要になることを明確に示しています。SSMの主要意思決定者の発言が示唆

するところによると、ECBのリスク評価におけるスコアの決定は主にデータを利用して行なわれ、そのスコアを基礎に、リ

スク評価を協議し、またそのスコアを根拠として用い最終的なリスク評価を行ないます。更に、当面は、アプローチの統

一を確保するという意向は、定量的アプローチに頼って達成が目指されるもようです。もっとも、私たちの見立てによる

と、重要性がある銀行の監督よりも、重要性が低い銀行の監督における一貫性を確保するSSMの取り組みの方が、デ

ータが果たす役割が遥かに大きくなります。 

定量的監督が中心になるということは、必要なデータは、規制に基づく通常の報告で必要なデータよりも範囲が広くなる

ことを意味します。質・量ともに今まで以上のデータが必要であることが包括的評価のあらゆる側面において分かってお

り、一部の銀行は、自己のデータ・ガバナンスの仕組みを強化するよう前もって提言を受けると考えられます。リスク・デ

ータ集計の能力確保の必要性は、バーゼル銀行監督委員会の実効的なリスク・データ集計とリスク報告のための諸原

則（BCBS 239）とも概ね一致する点でありますが、かねてから強調されてきた点です。更に、ECBのリーダーは、SSMに

おいてはストレステストが通常業務になると明言しています。資産査定も、2014年に実施したときほど厳格には行わない

ものの、監督上のツールとして残りそうです。 

リスクアセット（RWA）の計算に係る内部モデルに対するECBの姿勢については、これまでのところあまり語られていませ

ん。英国や米国の当局と比較すると、SSMの主要意思決定者らによる、内部モデルの欠陥に関する発言は少なく、ユー

ロ圏外の一部の監督当局ほどECBはこの問題を厳しく管理しないのだろうかという憶測が広がっています。とは言え、リ

スクアセットの計算におけるばらつきについては、SSMのレーダーに確実に映っていることは明らかです。広範な同業他

社に対する分析を実施できる能力を踏まえると、この問題に取り組む手段がSSMには明らかに備わっています。 

ECBは、定量的監督と定性的監督の両方を駆使すると明言していますが、少なくとも当初は、一部の銀行が現在経験し

ているよりも定量的監督の比重が重くなると私たちは予想しています。もっとも、定性的要素（及び、特に「裁量的判断」）

も最初から組み込まれ、その比重は時間の経過とともに重くなると考えられます。ECBは、将来を見据えた、裁量的判断

に基づく監督を実施すると明言していますが、一貫性のあるそうした監督を行なう仕組みを構築する必要があります。し

たがってECBは、一方では監督チームに定量的分析ツールと明確な意思決定手続を準備させ、他方では十分な意思決

定上の裁量と、DG45による質の高いデータ分析に基づいて裁量的判断を行なうためのノウハウを与え、そして両者の均

衡をとらなければならなくなります。監督当局は、定量的スコアより裁量的判断を優先することもできるようになりますが、

その場合は根拠を示さなければならなくなります。このようにして、裁量的判断を行なう根拠について一貫性を確保しま

す。 

5. SSMの組織的構造の概要につ

いては、囲み記事5をご覧くだ

さい。 
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銀行への影響： 

• データ重視の監督がなされると、データに係る入手可能性、質、ガバナンスに対する要求が高くなると考えられま

す。データは完全且つ正確で、適切な形式である必要があります。共通のデータの定義が定められる見通しです。

• データ・ガバナンス、リスク・データ集計、ストレステストや資産査定などプロセスの自動化に大きな投資が必要にな

ると考えられます。非効率なプロセスに伴うコストは、データに対する要求が高まるにしたがって大きくなるでしょう。

• また、監督当局によるデータ提出要請への迅速且つ正確な対応に対する要求が高まると考えられます。

• 迅速に、定量的分析により銀行間の不一致が浮き彫りになると考えられます。各行は、低品質なデータによって不

一致が生じないようにし、銀行の解釈及び方針又は現地の市場の特異性が原因で不一致が生じたときはそうした

不一致を説明できるよう準備しておく必要があります。

• 同時に、定性的な議論があまりなされなくなり、「なぜ他と異なる」のかという個別の銀行による説明が受け入れられにく

くなる可能性があります。

• 重要性がある銀行と重要性が低い銀行とで異なるアプローチがとられる可能性が高く、ECB は、重要性が低い銀行に

ついては監督においてデータに依存する部分が大きくなり、重要性がある銀行の監督においては裁量的判断を採用す

る場面が多くなると考えられます。



囲み記事 4：ECB の包括的評価から分かる重要なポイント 

デロイトは、ECB の包括的評価においてユーロ圏各地の銀行及び監督当局のサポートをしました。同サポートを通じて、

2014 年 10 月 26 日に包括的評価の結果が公表される前であったにもかかわらず、ECB が監督当局としてどのような

運営を行ない、その結果銀行はどのように変化する必要があるかについて、一定の手掛かりを得ることができました。 

1 既知の課題

の表面化 

包括的評価により課題がいくつか明らかになりましたが、それら課題は、ユーロ圏の銀行システムにとって

目新しいものではありませんでした。データの入手可能性、データの一貫性、多くの場合時代遅れの資産

やシステムが原因のデータ・ガバナンスの仕組みにおける互換性、紙ベースとデジタルベースのデータ処

理間の不一致といった課題が浮き彫りなりました。しかしながら、極めて限られた時間的枠組みの中でもこ

れらの問題が表面化したことは事実であり、銀行には、（a）SSMのもとでのデータに関する期待・要求に係

る目安、（b）（データに関する）多くの是正措置が（自己資本不足に関して提言がなされる前に）示されまし

た。銀行は、短期から中期的にこれらの問題に対処することになります。 

2 通常業務の

修正 

包括的評価が残したものとしては、ECBによる要求の多くを銀行の通常業務に組み込まなければならない

という点です。例えば、データの完全性に関する点検を頻繁に行なうことが標準になると考えられます。資

産査定は、監督当局が持ち運ぶツール一式の標準的な道具の一つになり（ただしおそらく、包括的評価の

時より範囲が限られるか、詳細度が低くなります）、重要性が低い銀行についても実施されると考えられま

す。 

3 最新のデータ集

計 

銀行はリスク・データ集計機能を改善させることになるというのも、包括的評価から分かる明らかなポイント

の一つであり、SREP指針など他の動きにおいても要求されている点です。この要求については、BCBS 

239が基本的方針を示しています。BCBS 239が適用されているのは現在、グローバルなシステム上重要な

銀行（G-SIB）のみですが、ECBが示唆するところによると、将来の監督手法の中核要素を占めるようにな

りそうです。 

4 ストレステ

ストの新し

い手法 

ストレステストは、包括的評価の実施における重要要素の一つでした。EBAが実施したストレステストは、

標準的な業務の一環として行われる監督当局によるストレステストとは異なる内容に意図的になっていま

したが、ストレステストが重視されたという点は、（例えば、SREPにおいて）ECBが今後進む方向を示してい

る可能性があります。つまり、米国（CCAR、包括的資本分析）や英国におけるストレステストと同じような内

容になると考えられます。この比較から得られた重要なポイントは、ガバナンスとプロセスが、検討するシナ

リオによる自己資本への影響と同じくらい重要であるという考察です。 

5 ECBが「断固と

した態度」をと

ることが明らか

に 

包括的評価はまた、ECBとNCA、ユーロ圏の銀行の間でとられた初めての連携でもありました。ECBは要

求をあまり曲げないことが明らかになりました。業界との議論や対話の余地は限られていました。業界の意

見を聞いてECBが自己のスタンスを変えた少ない例としては、担保に関するデータが挙げられます。ただ、

包括的評価の設定や時間的制約は別にして、このスタンスは変わる可能性があり、担保データに関する要

求も高くなるかもしれません。 

6 戦略に対する大

きな影響 

信用評価の手続の違いが、銀行の実務に著しい影響を及ぼすかもしれません。例えば、資産査定におい

て銀行は、将来のキャッシュフローに基づいて信用の質の分析を実施するよう求められましたが、そうでな

ければ銀行は、担保に基づいて融資の決定を行ないます。将来的には、IFRS第9号の導入により強化され

たこの分析手法を実務に採り入れる必要があると考えられ、それに伴い、顧客関係、商品設計、人員の教

育、データにも大きな影響が生じると考えられます。 

データ重視の監督がなされると、データに係る入手可能

性、質、ガバナンスに対する要求が高くなると考えられま

す。データは完全且つ正確で、適切な形式である必要が

あります。共通のデータの定義が定められる見通しで

す。 
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3. 変革のきっかけである監督上の一貫性

ユーロ圏の全EU加盟国を通じて、又、重要性がある銀行及び重要性が低い銀行を通じて、一貫性のある画一的な監督

手法を実現するためには、ECBは、共通の監督文化を、ECB自体及び各NCAに根付かせる必要があります。 

文化について話すときに、「ここでのやり方」等と言われることがよくあります。ECBにも、そして各参加NCAにも、独自の

文化があります。SSMの文化は、本来備わっているというよりも新しいものであり、SSMの理事会及び運営者は、文化を

根付かせるためには懸命な努力が必要になると考えられます。既に運営を開始して数ヵ月が経過する監督理事会が「ト

ップの姿勢」を示すことになります。監督理事会においては、全参加NCAの銀行監督におけるリーダーも理事を務め、共

同での意思決定プロセスに関わります。そして、その意思決定プロセス自体が、新しい監督文化の創造を促進すること

になります。合同監督チーム（JST）が旗振り役となって、そのトップの姿勢を日々の監督実務に反映させ、そして、その

姿勢に反する行為を特定する必要があります。更には、DG1及びDG2を通じた密な連携、並びにDG4が担う品質管理機

能を、共通の文化に深く根付かせる必要があります。 

これは、進化を遂げながら達成されるプロセスであり、又、（特に重要性がある銀行にとっては）不確実性の重要な根本

的原因の一つにもなります。一貫性のある監督を達成するにはECBとNCAの連携が円滑になされなければならないこと

を考えるとなおさらです。ECBとNCAの協力が実際にどのようになされるかは、いくつかの要素次第の面があります。

SSMのリーダーによると、NCAの役割は、新しい制度に移行しても縮小しません。SSMは、NCAが今後も、自己の管轄区

域における銀行の最初の窓口になってくれることを期待しています。更には、オンサイトの業務への人員供給、そして少

なくとも当面は、各SSM対象国における銀行セクターのノウハウを教示する役割をNCAに担ってもらう予定です。その他

にも、SSMフレームワーク規則はNCAによる積極的な関与の余地を残しており、NCAが自らの意思で監督上の決定案を

策定することを認めています。NCAの中には他よりも積極的にこの権限を活用し、戦略や運用上の計画から日々の監督

業務の実行まで監督作業の全工程に関与するNCAも出てくると私たちは予想しています。 

SSMに基づく画一的な監督の実行においては、各国の裁量又は偏りの余地を最小限に抑えるというのも重要な側面の

一つです。これはSSMの重要目標でもあり且つEBAによるSREP指針の主な方針でもありますが、これには時間を要する

と考えられます。ECB内の横断的な事務局であるDG4が確立し、そのアウトプットと現場側の他の事務局との共同作業を

通じて、法規制で定められているルールの範疇にない監督手法の標準化を達成するまでは、NCAが独自の手法を採用

しようとする領域が一部残ると考えられます。 

SSMに伴う難題への対応 新制度に備えて銀行がすべきこと  9 

銀行への影響： 

• ECB には、例外規定や免除の適用など、これまでは NCA に委ねられていた重要な諸決定について裁量権が与え

られます。ECB が監督上の一貫性を向上させようとするなか、銀行は、重要な決定が覆されたり修正されたりする

のを目の当たりにすると考えられます。

• 過去の監督上の決定について、現状を維持すべき理由を新しい監督当局に説明する必要があるため、当該決定が

再検証される可能性があります。

• 新しいアプローチの運用を試みるということは、流動的な状態がしばらく続く可能性があり、その間は、監督当局の

やり方を理解するのは難しくなるでしょう。

• SSM の意思決定プロセスは複数層になっており、銀行は、これまでの NCA による対応よりも、対応時間が長いと感

じる可能性があります。

• SSM の方針文書の体裁及び内容はまだ不明であるほか、SSM の現場側の監督者と政策機能の連携も不透明で

す。又、EBA による政策決定への SSM の関与、協力、連携がどのように展開されるかも分かっていません。詳細が

定められる確定的な標準手続と現場側の裁定との間のバランスはまた確立されていませんが、SSM の「限られた

裁量的判断」というコンセプトから考えると、現場側の裁量余地は相当限られることがうかがえます。



• 規模：資産 300 億ユーロ超

• 国内での重要性：資産が GDP の 20％超で 50 億ユーロ以上

• クロスボーダーの活動：総資産に占めるクロスボーダー資産の割合が 20％超あるか、総負債に占めるクロスボーダー負債の割合

が 20％超あり、且つ、総資産が 50 億ユーロ以上ある

• 公的資金：欧州金融安定ファシリティ又は欧州安定メカニズム経由の公的資金を申請し支援を受けた

• SSM 対象国において重要度が上位 3 行に入る

重要性がある銀行 

重要性がある銀行の監督 重要性が低い銀行の監督 横断的な監督 

重要性が低い銀行 SSM 全対象銀行 

• 直接的なプルーデンス監督

• 事業体に重要な影響を及ぼす監督

上の決定案について ECB の意見を

聞く

• ECB との情報交換

• 間接的なプルーデンス監督

• 認可

• リスク評価・指針

• 直接監督を実施する権限

 囲み記事5：重要性がある銀行と重要性が低い銀行のSSMに基づく監督 

• 直接的なプルーデンス監督

• 認可

• 決定案の提出

• 各種措置の策定と実行の支援

• 決定事項の実行において ECB を支援、最初のデー

タ確認

監督品質保証 

監督政策 

手順・基準 

認可 

リスク分析 

執行・処分 

危機管理 

プランニング・調整 

危機管理 

中央立入検査 

モデル検証 

NCA 

ECB 

ECB 

NCA 

合同監督チーム 

SREP の実施、立入検査の

計画、決定事項の実行、

NCA との連携 

調査・立入検査 

チーム 

重要性の基準 

• 全銀行が ECB の指針及び基準を遵守することになりますが、重要性がある銀行が ECB の監督アプローチによる影響を最も受けると考えられます。

• ECB は、SSM 全対象銀行について、適格投資（qualifying holdings）の取得及び処分の申請を評価することになります。

• NCA はマクロプルーデンスな監督については今後も責任を負いますが、ECB は NCA よりも高い基準を適用できます。

• 業務遂行、金融犯罪、決済システムの監督責任は NCA に残ります。

DG1 DG2 DG3 DG4 

1
0
 



4. 主要ツールとしての同規模金融機関の分析

ECBは、その監督手法の中心に同規模金融機関の分析を据える予定です。金融機関のリスク特性及び事業モデル（各

種外生要因に対する脆弱性と安定性を含む）を、ユーロ圏各地域の、その金融機関と同規模の金融機関と比較して評

価することになります。問題は、SSM監督当局がそうしたグループをどのように選別するかという点です。金融機関の特

徴と言った場合、通常はその機関の規模、複雑性、事業モデル、事業モデルに伴うリスク特性などを指していることがほ

とんどです。その銀行が手掛ける各種事業内容は、当然ながら、特定の同規模金融機関に分類するうえでの重要な決

定要因になります。ECBは一部の銀行を複数のグループに分類し、それらの銀行の中核事業にくわえ、それぞれの規模

及び複雑性も分類に反映させると私たちは予想しています。NCAと比較したときのSSMの決定的な特徴は、ユーロ圏全

域から監督上必要な詳しい情報を収集できるという能力です。 

的確な同規模金融機関の定義付けと、その同規模金融機関とのパフォーマンスの比較評価は、事業モデル分析におい

て特に重要になります。EBAのSREP指針案には、「事業モデル分析を実施する際には、権限のある機関は、同じ利益の

源泉及び顧客を対象とする事業内容又は競合商品に基づいて、同規模金融機関を決定すべきである」と明記されてい

ます。その金融機関が事業を営んでいる特定の市場の競争環境を分析するときについてもEBAのSREP指針は同様に、

「市場の勢力図と、同規模金融機関の事業に鑑みて考えられる当該勢力図の変化」を考慮に入れることを提言していま

す。例えば、分析対象市場の成長予測や、当該市場における主な競合相手の事業及び経営計画を分析するということ

です。 

ECBが公表した重要な監督対象金融機関の一覧を確認すると、各金融機関がどのようにグループ分けされ、SSMの監

督当局が特定の同規模金融機関にどの金融機関を選ぶかを知るための手掛かりが得られます。下表に、選ばれた金融

機関のうち、総資産の規模が5,000億ユーロから1兆ユーロある金融機関の主な特徴をまとめました。 

表2：類似企業の例 

金融機関名 Commerzbank BBVA Intesa 

Sanpaolo 

Unicredit ING Bank Rabobank Credit 

Mutuel 

データの日付 2014年6月 2014年6月 2014年6月 2014年6月 2014年6月 2014年6月 2013年12月 

国 ドイツ スペイン イタリア イタリア オランダ オランダ フランス 

従業員数 51,782 109,450 89,821 130,557 75,606 55,055 78,482 

支店数 1,626 7,359 5,984 7,765 1,734 1,480 5,920 

自己資本基盤 

資本金合計 €320億 €500億 €470億 €600億 €450億 €430億 €330億 

自己資本比率 14.9% 14.7% 17.1% 15.0% 15.2% 19.7% 15.9% 

普通株式等Tier 1

資本 

€250億 €390億 €370億 €420億 €310億 €270億 €310億 

普通株式等Tier1比率 11.7% 11.6% 13.2% 10.6% 12.0% 12.6% 14.5% 

リスクアセット €2,170億 €3,370億 €2,760億 €3,990億 €2,930億 €2,160億 €2200億 

資産合計 €5,830億 €6,170億 €6,280億 €8,390億 €8,190億 €6,800億 €6,590億 

出所：各金融機関の財務報告データ 

この表から、その会社がバランスシートの規模という観点では同じカテゴリーに属する場合でも、整合性のある同規模金

融機関を選択することは難しいということが分かります。バランスシートの規模が同程度であるにもかかわらず、これら検

証対象の銀行の間にはやはり大きな相違及び特異性が存在します。例えば、上記銀行のうち上場しているのは5行で、

残り2行は協同組合という形態をとっており、1行は（Commerzbank6）はいまだに一部国有の銀行です。リスク特性や事業

モデルの特異性が高い傾向にあればあるほど、監督当局が的確な同規模金融機関を決定するのは難しくなります。 

6. Commerzbankのほかにも、

INGも2008年と2009年にオラ

ンダ政府から資本基盤の強

化を目的とした金融支援を

受けています。それ以来、当

該支援の大半の返済が完了

しており、2015年3月までに

完済される予定です。 
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銀行への影響： 

• 作成される同規模金融機関によっては、そのグループの定義があまりはっきりしないものも出てくる可能性があり、

その結果、比較分析が今までにない難しいものになる場合があります。

• 横断的な評価と同規模金融機関に対する分析は、監督基準に影響を及ぼすと考えられます。監督当局は、一貫性

のあるルールの適用を通じて、公平な競争環境の確保を図る見込みです。

• 例えば、「最善」策を各行に一様に適用することを促すというアプローチも考えられます。多国籍で構成される各監督

チームが、銀行同盟内における各国の銀行で構成される小グループを監督するという、SSM 下における監督チーム

の設置構成を踏まえると、そうしたアプローチの現実味は特に大きいと言えます。（この「組織上の同規模金融機

関」、すなわち一つの共同監督チームが監督する銀行の塊は、分析上の同規模金融機関と同一にならない可能性

があります）。



組織内での SSM への対応 

銀行は自己の組織においてSSMへの対応をどのように進めるべきでしょうか？検討事項としてのSSMは、設立プロセス

という段階から、包括的評価の実施を経て、規制上の対応課題という段階に移り変わっています。SSMへの対応を進め

るということはつまり、イニシアチブをとり、高い要求を認識し、これを機に新たなスタートを切ることで、SSMに関する取り

組みを競争優位性に繋げるということです（又は、控えめに言ったとしても、競争上不利に追い込まれないようにすること

です）。監督者との関係構築及びSSMに内在する不確実性（監督当局による実際の運用を巡る不確実性）への対応は、

特に重要な検討事項です。各銀行はまた、SSMが、自行の経営戦略に影響を及ぼすかを検討する必要があります。

SSMによる戦略への影響は、マクロ経済環境や事業環境など他の要素と比較して評価する必要があります。 

監督当局の要求への対応 

SSMの導入に伴う監督構造の変化により銀行は、新しい監督者グループについて理解を深める必要があります。新しい

監督者グループは、新しい意思決定プロセスに従って運営し、これまでのNCAとは異なる監督上の要求を課すかもしれ

ません。銀行と監督当局がお互いのことを把握していくなかで、銀行はこれを機に、これまで監督当局との関係をどのよ

うに構築してきたかを再検証し、ECBの要求にどのように対応すべきか管理できます。 

監督当局との対話の調整は、行内の調整を含め、悩ましい問題になり得ます。銀行内部で組織的に作られてきたプロセ

スになり得るため、非効率性を伴う可能性もあります。こうした非効率性に優先的に対処することで、新しい監督当局の

やり方に円滑に対応できるようになるかもしれません。英国など、ユーロ圏以外での監督構造の変化を経験した国を見

ると、監督当局との関係構築に率先的に取り組み、監督当局による調査に対して明確且つ一貫性のあるメッセージを発

信できた銀行は、監督当局との協力的関係構築に成功していることが分かります。ECBは意思決定においてデータを重

視すると私たちは予想していますが、そうした組織でも、コミュニケーションにおける明確性と迅速性が重要になると考え

られます。監督当局であるECBの、重要性がある銀行に対する当初の学習曲線を考えると、なおさら重要であると言え

ます。 

重要性がある銀行は既に着手していますが、真っ先に取り掛かるべき課題は、現場側の新しい監督当局との業務上の

関係を構築することです。私たちが聞き取り調査を行なった金融機関の大半が、11月4日に至るまでの間に、担当のJST

と会う機会があったと話しています。にもかかわらず、日々の監督業務及び決定に係る責任がECBとNCAとの間でどの

ように分担されるかは未だに不明であるとする金融機関がほとんどでした。書類上では、SSMの主要監督組織である

JSTは、ECBがリーダーを務めるが、NCAから人員を確保することになっています。各JSTのリーダーは、（原則）その銀

行の本店がある国とは異なる国出身の監督者が務めることになります。一つのJSTが、複数の銀行を監督する場合もあ

ります。実際には、ECBの職員が全体に占める割合は小さくなる予定で、規模の大きい銀行の監督でもおよそ10％が想

定されています。JST内のECBとNCAの連携がどのように図られるかは、SSMの運用が始まり徐々に定着していくなかで

注視すべき重要な展開の一つです。包括的評価においては、ECBは銀行からは一定の距離を置き、NCAを通じてコミュ

ニケーションをとっていました。これは、ECBとNCAの間におけるリソースの不均衡が反映された面もあります。JSTコー

ディネーターはこうした状態を打ち破ると考えられます。ECBはまた、独立したオンサイト監督チームに依存するようにな

ると考えられます。同チームは、ECBのスタッフで構成し、JSTのリーダーとは異なる監督者がリーダーを務める予定で

す。ただし、ECBがかねてから繰り返し述べているように、NCAはプルーデンス監督において今後も重要な役割を担うこ

とになります。NCAは、銀行に対する連絡窓口としての役割も、諸事項について今後も果たす予定です。 

各銀行は、ECBとNCA双方との最適な関係構築を検討する必要があり、例えば、次のような項目を検討すべきではない

でしょうか。監督当局とのコミュニケーション戦略を調整し、行内のどの専門家及び関係者がJST又はSSMのリーダーに

直接対応するかを明確にする必要があるか？SSMの目的、明らかになっている手法、要求を踏まえ、自己の事業のど

の側面に対して監督当局が懸念を示す可能性があるかを前もって検証しているか？監督上の懸念が生じた場合、その

懸念が高まる前に対応できるようにリソースを再配分する柔軟性が行内にあるか？行内のリーダーらへの報告が十分

なされており、監督当局が懸念する領域の変化に対応できるか？ 

重要なステークホルダーと関係を構築する際に行なうように、新しい監督当局のいわゆるビジネス・パーソナリティ又は

ビジネス・プロファイル（組織の概要）を検討すると、効果的な関係構築が促進されます。分類例の一つを囲み記事6に示

します。 
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囲み記事 6：新しい監督当局の概要 

新しい監督当局の特徴 実務上の意味合い 

1. 厳しい監視の目にさらされ

ており、目標達成の期待

が強い

• ECBは慎重な監督者になる可能性が高い。当面は確実にそうなるだろう

• 各銀行は、監督当局による厳しい監視に備える必要がある。特に、意思決

定における客観性と一貫性を証明することが強く求められるだろう

2. 欧州議会及び欧州理事会

に対する説明責任が大き

い

• 各銀行は、この新しい説明責任の繋がりが、監督上の優先順位にどのよう

に影響するかを把握する必要がある

• 各銀行は、欧州議会及び欧州理事会との関係構築戦略を再検証する必要

があるかもしれない

3. データ及びプロセス重視 • 各銀行は、行内での意思決定に係る裏付けを示し、それを一貫性をもって

行なう準備をする必要がある

• 各銀行は、急なデータ提出要請に迅速に対応できる準備をする必要がある

4. 文化及び言語の面から見

て不均質であり、地理的

にも離れている

• 明確なコミュニケーションが一段と重要になると考えられる。積極的に監督

当局と建設的な方法で関わり、定量的・定性的情報に十分な背景や前後

関係を提供しようとする姿勢が武器になるだろう

• 各銀行は、重要な意思決定者と対話の機会を持つ機会が以前より減るだ

ろう

• 各銀行は、フランクフルトに拠点を置くべきかなど、行内のリソースの再配

分をすべきかを検討する必要があるだろう

5. 階層的 • NCAの連絡窓口が最終的な意思決定者ではないというケースが現在より

も多くなり、ほとんどそうなると考えられる

• 各銀行は、SSMの内部意思決定手続を把握する必要がある。監督決定へ

の異議申し立てを検討している場合は特にそうである

6. リソースが限られている • ECBは、監督チームの人員確保においてNCAに大きく依存すると考えられる

• 各銀行は、各国の監督当局と一定の繋がりを維持しながら、ECBとの繋が

りを深める必要がある

7. 手法が固まっていない • 各銀行は、監督のやり方の変更を認識できるように注意を十分払い、それ

ら変更に柔軟に対応できる必要があるだろう

• 監督手法が変化するにつれ、ECBと業界の間で建設的な対話をする機会

が生まれる可能性がある

8. 国レベルの特性に関する

予備知識が限られている

• ECBは、JSTが各監督対象機関に関する必要な知識を蓄積するにあたっ

て、NCA及び各銀行に依存することになるだろう

• JSTがそれぞれの任務を遂行するにあたって十分な背景情報を入手でき

るように、各銀行は手配する必要があるだろう

不確実性への対応 

ECBの監督手法及び優先順位が現行の国レベルでの監督からどのように変わるかは、直ちに明らかになるとは考えられ

ません。監督の実践は反復作業になり、当該手法の骨格、つまりSSM監督マニュアルは既に草案が作成されています

が、暫定版だと知られています。更に、ECBが、監督当局の間に共通の文化をどの程度根付かせることができるかによっ

ても大きく変わります。他の国や地域の経験を見れば分かる通り、これは難しい作業です。新しい監督文化を一から確立

するという作業は更に難しい注文です。人材の確保も骨の折れる課題であり、この作業を一層難しくさせます。また、各

銀行にはまだ、SSMにおける監督の優先順位が明らかにされていません。包括的評価の指摘事項が手掛かりになると

考えられます。ECBはまた、現在NCAとECBが取り組んでいる作業を基礎にして、その上に新たな部分を積み上げていく

ことになる見通しですが、ECBの基本的関心が、問題のあるテーマに向かうのか、又は問題の金融機関か、それともその

組み合わせになるかは分かっていません。 
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この種の不確実性が、新しい監督制度の運用開始時点での大きな課題として言及されることがよく有ります。こうした不

確実性は直ちに解消されるものではなく、各銀行は、事業へのその影響を管理する能力を蓄積する必要があります。

2008年以降、規制が相次いで改訂されていますが、そうした不確実性に対処するために銀行が採用できる優れた実践

がいくつか明らかになっています。 

• 変更の範囲を把握する：ECBは、単一ルールブックによって定められている法的枠組みの中で運営することになりま

す。EU規則については直接実施し、EU指令については各国の法律に落とし込まれた形に沿って実施します。EU指令

及び規制の範疇にない事項については、現在はNCAに認められている裁量がECBに与えられます。各銀行は、ECB

に裁量が認められる領域のデータベースを構築し、現行の監督アプローチを変更できるECBの能力を検証すべきでし

ょう。そして、そのうちどの変更が、自己の事業への影響が大きい監督上の決定に繋がり得るかを分析することが肝要

です。

• モニタリング・分析能力の構築：2015年は、ECBが監督手法を固め、それを銀行に明確に伝えることになるでしょう。ま

た、優先順位を特定する年になると考えられます。各銀行は、これら両方の領域における考えられる変化を注視する

能力を構築する必要があるでしょう。単一ルールブックの作成プロセスを注視すること、すなわち、EUレベルの指令及

び規則と欧州監督機構（ESA）による二次法及び指針を注視することの重要性は今後も変わりません。

• 柔軟性の確保：これまでのECBを見ると、厳しい時間的枠組みの中で任務をこなし、高い水準のデータ及び証拠の提

出を要求している様子でしたが、そのため銀行は、監督当局の要請に正確且つ迅速に対応することが常に求められま

した。訓練を受けたスタッフの確保にくわえ、ある重要分野から他の分野へリソースを転換する能力が重要になると考

えられます。

• コンプライアンス活動間の矛盾を前もって避ける：銀行は、監督当局への対応が、リソース又は目的の観点から、コン

プライアンスや規制の改訂に係る既存の活動と矛盾しかねないときに、早い段階で認識する必要があります。

• 記録管理の強化：ECBによる包括的評価及び監督手法に関する発言において見られるように、ECBはデータに対する

要求を高く設定し、また裏付を重視する監督当局になると私たちは予想しています。各銀行は、おそらくデータ及び記

録管理の両方に係る適切な手順を整備し、そうした要求に応えられるようにする必要があります。ガバナンス体制に対

する監視がNCA及びECBの両レベルで厳しくなることから、各種規則の趣旨及び目的の遵守を証明できることが重要

になると考えられます。

SSMは自行の戦略に影響を及ぼすか？ 

SSMに関する日々の対応にくわえ、組織的・法的構造とSSMの間の相互作用を中心とする、各銀行の長期的な戦略へ

の影響を検討する必要があります。各銀行は、自らの組織の戦略的な位置取り及び最適な構造の判断においてSSMは

どのような位置付けにあるかを検討する必要があります。 

銀行は、自身の組織的・法的構造は変わらないものであると考えがちですが、SSMの設立と時を同じくして、規制面での

いくつかの動きが、多くの銀行に国内外の構造を再検討するよう促しています。その代表例が銀行再建・破たん処理指

令（BRRD）で、銀行の構造を「破たん処理が可能」な形にする必要があるという要求です。それにくわえ、EUにおける銀

行構造改革に関する規制案もあり、何らかの形のリングフェンスが導入されることが予想されています。資本効率及び流

動性効率の検討も重要であり、子会社の形態と比較したときの支店の相対的メリットの検証にも関係があります。一部

の国では、支店で行われる活動に関する監督当局の要求も影響します。こうした影響が相まって、SSMが「単一の監督

者」として整備されることによる効率性向上の達成を含め、自己の営業の再構築に動く銀行が、EU域外に本店がある銀

行を含め出てくる可能性があります。 
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まとめ

ユーロ圏における銀行のプルーデンス監督の一本化は、単一通貨の導入以来最も意欲的なEUのプロジェクトであると言

われることがよくあります。向こう数ヵ月で、SSMの全当事者、すなわち重要性がある銀行及び重要性が低い銀行、ECB、

並びにNCAは、それぞれの新しい役割に慣れる必要があります。SSMは、監督対象である全EU加盟国を通じて一貫性の

ある監督がなされる体制を構築することに主眼を置き、厳格で出しゃばりな監督制度であろうと模索すると考えられます。

SSMへの移行は、銀行監督の視点及び焦点に変化をもたらす機会でもあり、そうした機会が活用される見通しです。 

銀行、なかでもECBが直接監督することになる銀行は、SSMに基づく手法を巡る不確実性を主な懸念事項として再三にわ

たり指摘しています。ECBに監督当局としての責務が移管されれば、徐々に細かい内容が明らかになると考えられます

が、現時点でも特定できる新たな手法の特徴がいくつかあります。また、SSM設立の原則にもそうした特徴が一部表われ

ています。例えば、ECBは、監督当局として高い目標を設定し、将来を見据え、リスクに応じた監督を行なうための画一的

な基準を確立することを目指すことや、均一的な監督上の判断を下すことを重大目標の一つにする、定量分析を根本的

な根拠として新たな手法を形成する、同規模金融機関分析が重要になる等の特徴が挙げられます。 

監督体制の変化に対応するには、新しい監督当局と協力的な関係を築き、その要求に対応するための機動力の確保が

カギになります。 

11月4日以降、焦点は、SSMが実際にどのように機能す

るかを把握することから、何がECBの監督上の優先事

項になるかに徐々にシフトすると考えられます。包括的

評価の結果は、ユーロ圏の銀行業界全体が抱える弱点

を浮き彫りにするうえで大いに役立つと考えられ、当面

の優先事項を知る手掛かりになるでしょう。 

新たな制度に問題なく対応するためには、銀行は率先的になる必要があります。包括的評価の結果及びその他への対

応、自己のどの事業が監督当局の心配の種になり得るかの分析、そうした課題を巡る監督当局との対話の管理を率先

的に行なう必要があります。その結果講じる措置を、他と切り離して実行すべきではありません。各銀行は逆に、総合的

な視点に立って、新たな監督制度への適応と、現在進められている規制変更計画及び近い将来予定されているそうした

計画との関連性を把握し、どのような相乗効果を引き出すことができるかを検証する必要があります。結局のところSSM

は、監督当局のみでなく、銀行業務のあらゆる側面にとっても新たなスタートなのです。 
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デロイトの銀行同盟専門のリソース

フランクフルトにデロイトが持つ銀行同盟センター 

銀行同盟の取り組みは、金融セクターに対する監督の根本的な再構築に相当し、銀行セクターの構造はもちろん、欧州

統合にも重大な影響を及ぼすと考えられます。こうした理由からデロイトは、フランクフルトに銀行同盟専門の拠点

（BUCF：Banking Union Centre in Frankfurt）を開設しました。同拠点は、顧客のニーズ及び要求に応える、欧州全域をカ

バーする強力なリソースです。銀行同盟というレンズを通してBUCFは、１）SSMの対象である銀行が直面する課題を事前

に特定し、それら銀行の経営幹部に直接サポートを提供する、２）SSMの全対象地域からデロイトの機能を集約するため

の触媒としての役割を果たす（この拠点は、国際業務を行なう顧客の間で要求が高まっている、国境をまたぐサポートの

単一窓口として機能します）、３）銀行内の経営幹部レベルの意思決定者が直面する主要課題について、デロイトの専門

家による考察を発信・共有する、４）ECB・SSM及び各国監督当局とこれまでにデロイトが築いてきた強力な関係を維持・

強化する――といった責任を担います。 

デロイトはこの恒久的拠点を開設するのに、欧州全域から金融サービス業務の経験豊富なベテランの専門家を集めて、

様々な分野を網羅する専門家集団を構築しました。同センターのリーダーは、ドイツのファイナンシャル・サービス・インダ

ストリー・リーダーであるハンス・ユルゲン・バルター（Hans-Jürgen Walter）が務め、その他にもオーストリア、ベルギー、

フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、スペイン、及び英国からの専門家が在籍していま

す。また同センターは、デロイトの規制戦略 EMEA センター（EMEA Centre for Regulatory Strategy）（ECRS）とも緊密な

連携をとっているほか、ユーロ圏デロイト・ローカル・ファイナンシャル・サービス・インダストリー（ Eurozone Deloitte Local 

Financial Services Industry）の全業務、並びに、欧州連合規則に関するデロイトの特別顧問であり、ドイツの連邦金融サ

ービス監督機構でチーフ・エグゼクティブ・ディレクターと銀行監督局長を務めた実績のあるヘルムート・バウアー（Helmut 

Bauer）がサポートを提供しています。 

Deloitteの関連出版物 

SSM： 

（資本の）段差に注意 

SSM： 

銀行同盟に基づく銀行業務 

SSM： 

ビッグデータの問題

本稿及び銀行同盟に関する他の刊行物はDeloitte UKのウエブサイトでご覧いただけます。 

www.deloitte.co.uk/bankingunion 
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